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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器であって、
　前記電子機器を操作可能であって画像を表示する表示手段を有する操作装置と通信する
通信機能と、
　前記電子機器の状態に基づいて、前記操作装置へ送信する情報における、画像データの
情報と前記電子機器の状態を示す状態情報との割合を変更する変更機能と、
を有し、
　前記変更機能が前記割合を変更するのに基づく前記状態は、前記電子機器が有する画像
データを前記表示手段に表示させるか否か、および該画像データが更新されたか否かのう
ち少なくとも一つに関する、
ことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　電子機器であって、
　前記電子機器を操作可能であって画像を表示する表示手段を有する操作装置と通信する
通信機能と、
　前記電子機器の状態に基づいて、前記操作装置へ送信する情報における、画像データの
情報と前記電子機器の状態を示す状態情報との割合を変更する変更機能と、
を有し、
　前記変更機能が前記割合を変更するのに基づく前記状態は、前記電子機器と前記操作装
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置との間の通信負荷に関し、
　該状態に基づいて、前記画像データの更新が行えないことを示す信号を前記操作装置へ
送信する、
ことを特徴とする電子機器。
【請求項３】
　前記変更機能は、前記操作装置から受信した情報に基づいて、前記割合を変更すること
を特徴とする請求項１または請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記画像データは、前記電子機器の機能を設定するための情報及び前記電子機器の状態
を示す情報のいずれかを表示するためのものであることを特徴とする請求項１ないし請求
項３のうちいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記状態は、さらに、前記操作装置から入力される信号、前記電子機器の駆動情報、前
記電子機器と前記操作装置との間の通信負荷のうち少なくとも一つに関することを特徴と
する請求項１に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記状態は、さらに、前記操作装置から入力される信号、前記電子機器が有する画像デ
ータ、前記電子機器の駆動情報のうち少なくとも一つに関することを特徴とする請求項２
に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記画像データに関する前記状態は、前記表示手段に前記画像データを表示させるか否
か、および該画像データが更新されたか否かのうち少なくとも一つに関することを特徴と
する請求項６に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記電子機器は、前記操作装置の状態を表示する表示手段を有することを特徴とする請
求項１ないし請求項７のうちいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項９】
　前記割合を設定する設定手段を有することを特徴とする請求項３に記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記操作装置へ前記画像データを送信しない場合、前記操作装置の前記表示手段に、そ
の輝度を暗くさせることを特徴とする請求項１ないし請求項９のうちいずれか１項に記載
の電子機器。
【請求項１１】
　前記電子機器は、光学装置であり、前記光学装置は、前記操作装置によって操作される
駆動部を含むことを特徴とする請求項１ないし請求項１０のうちいずれか１項に記載の電
子機器。
【請求項１２】
　前記操作装置は、カメラ装置、パソコン、又はデマンドであることを特徴とする請求項
１１に記載の電子機器。
【請求項１３】
　前記電子機器は、レンズ装置であることを特徴とする請求項１１または１２に記載の電
子機器。
【請求項１４】
　前記カメラ装置は、撮像素子を含むことを特徴とする請求項１２に記載の電子機器。
【請求項１５】
　ズーミング、フォーカシング、または絞り調節のために駆動される光学素子を有し、
　前記変更機能が前記割合を変更するのに基づく前記状態は、前記光学素子の駆動に関す
る、
ことを特徴とする請求項１３に記載の電子機器。
【請求項１６】
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　請求項１ないし請求項１５のうちいずれか１項に記載の電子機器と、
　前記操作装置と、
を含むことを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学装置に関し、特に表示装置を備える操作装置を使用して機能設定や操作
を行う光学装置及びそれを有する撮像システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　撮影に用いられるレンズ装置は、種々の機能を備えており、ユーザは撮影現場にて、現
場に適したレンズ装置の機能設定を行う必要がある。機能設定を行うには、機能設定状態
を確認しなければならないが、機能設定状態確認用の表示部がない場合や、表示部があっ
てもユーザがレンズ装置から離れた場所にいる場合、レンズ装置の姿勢により表示部が見
づらい場合がある。この様な時には、機能設定状態の確認や設定を行い難いため、機能設
定時の操作性の向上が要望されている。
【０００３】
　従来、操作性向上のため、周辺機器を用い、周辺機器にレンズ装置の機能設定状態確認
用の表示部を実現させ、設定を行う方法がある。
　例えば、特許文献１に、レンズ操作を実行するためのプログラムを外部記憶媒体（ハー
ドディスク、フロッピディスク等）から読み出し、パソコンのモニタ上にレンズ操作画面
を起動させ、パソコンで制御に関する操作を行う技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－３０５００３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の特許文献に開示された従来技術を用いると、撮影現場でレンズ装
置の機能設定を行いたい場合、専用のアプリケーションが必須となる。専用のアプリケー
ションは、レンズ装置１台につき１つずつ必要である。また、レンズ装置の仕様変更への
依存性が高いため、仕様変更の度に、専用のアプリケーションのアップデートが必要とな
る。このため、専用のアプリケーションは現場には不向きであり、撮影現場に用いること
が難しい。
【０００６】
　このような場合に、レンズ装置に接続される周辺機器に対して、レンズ装置から画像デ
ータを送信することで、周辺機器での確認及び周辺機器からの設定が可能となり、専用の
アプリケーションが不要となる。
【０００７】
　周辺機器には、例えば、通常の撮影で使用するズームレンズやフォーカスレンズを操作
する操作装置がある。しかし、このような操作装置を使用した場合、画像データ以外にも
、レンズ装置の駆動情報を送信する必要がある。つまり、画像データを送信する信号ライ
ンは、図６のように、レンズ装置の駆動情報も送信する必要がある。このため、画像デー
タと駆動情報が競合して通信量過多となり、機能設定操作に対する周辺機器の表示部の更
新遅れ、又は、制御操作に対する制御性の悪化が発生し、ユーザは操作に対し違和感を覚
える。
【０００８】
　本発明の目的は、例えば、操作性の点で有利な電子機器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の電子機器は、前記電子機器を操作可能であって画
像を表示する表示手段を有する操作装置と通信する通信機能と、前記電子機器の状態に基
づいて、前記操作装置へ送信する情報における、画像データの情報と前記電子機器の状態
を示す状態情報との割合を変更する変更機能と、を有し、前記変更機能が前記割合を変更
するのに基づく前記状態は、前記電子機器が有する画像データを前記表示手段に表示させ
るか否か、および該画像データが更新されたか否かのうち少なくとも一つに関する、こと
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、例えば、操作性の点で有利な電子機器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例１における電子機器であるレンズ装置を含む光学システムのブロック図で
ある。
【図２】実施例１変更処理を示すフローチャート図である。
【図３】実施例１における周辺機器をレンズ装置とした場合のブロック図である。
【図４】実施例２における電子機器であるレンズ装置を含む光学システムのブロック図で
ある。
【図５】実施例２に変更処理を示すフローチャート図である。
【図６】レンズ装置と操作装置間の通信信号の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。図１
は、本発明の実施形態にかかわる構成ブロック図である。
【実施例１】
【００１３】
　以下、図１～図３、図６を参照して、本発明の第１の実施例による電子機器（レンズ装
置）である光学装置を含む光学システムについて説明する。本実施例においては、レンズ
装置に接続される周辺機器であって該レンズ装置を操作可能な操作装置（デマンド）２０
０と、カメラ装置３００を例示する。図１は、本発明の実施例における光学システムのブ
ロック図である。図１において、１００はレンズ装置、２００は操作装置、３００はカメ
ラ装置である。
【００１４】
　はじめに図６を参照しながら、レンズ装置１００と操作装置（操作装置２００とカメラ
装置３００）間の通信信号について説明する。
【００１５】
　レンズ装置１００と操作装置間で一般的に通信される信号として、レンズ装置１００の
駆動制御に関する信号がある。操作装置からレンズ装置１００には、レンズ装置１００の
レンズ（被制御部）を駆動するための制御信号が送信され、レンズ装置１００から操作装
置には、制御信号に対するレンズ装置の被駆動部の駆動に関する駆動情報（フォロー情報
）やレンズ装置の各種設定の状態などが状態情報として送信される。
【００１６】
　本発明の構成においては、レンズ駆動の制御に関する信号に加え、レンズ装置１００の
機能設定に関する信号がある。操作装置からレンズ装置１００には、レンズ装置１００の
機能を設定するための機能設定信号が送信され、レンズ装置１００から操作装置には、レ
ンズ装置１００の機能を設定するための情報やレンズ装置の状態を表示するための画像デ
ータが送信される。
【００１７】
　続いて、レンズ装置１００について説明する。レンズ装置１００は、通信部１０１、画
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像データ構成部１０２、駆動部１０３、割合変更部１０４を備える。
【００１８】
　通信部１０１は操作装置と通信し、操作装置から入力された信号の種類を判別する。通
信部１０１は、操作装置からの機能設定信号を画像データ構成部１０２に出力し、画像デ
ータ構成部１０２から構成された画像データを取得する。また、通信部１０１は、操作装
置からの制御信号を駆動部１０３に出力し、駆動部１０３からレンズの駆動情報を取得す
る。また、通信部１０１は、入力信号の種類、操作装置との通信負荷情報を割合変更部１
０４に出力し、操作装置に送信する画像データと駆動情報の割合（以下、送信割合）を割
合変更部１０４から取得する。通信部１０１は、取得した送信割合に従って、画像データ
と駆動情報を操作装置に送信する。
【００１９】
　画像データ構成部１０２は、通信部１０１から入力された操作装置からの機能設定信号
に基づいて、操作装置の表示部（表示手段）に表示させるための画像データを構成し、構
成した画像データを通信部１０１に出力する。また、画像データの種類等を示す表示情報
を割合変更部１０４に出力する。駆動部１０３は、通信部１０１から入力された操作装置
からの制御信号に基づいて、不図示のレンズを駆動し、現在のレンズの駆動情報（速度、
位置等）を通信部１０１に出力する。また、駆動中か否か等の現在のレンズの駆動情報を
割合変更部１０４に出力する。
【００２０】
　割合変更部１０４は、通信部１０１から取得した操作装置からの入力信号の種類や操作
装置との間の通信負荷情報等、画像データ構成部１０２から取得した表示情報、駆動部１
０３から取得した駆動情報に基づいて、駆動情報と画像データの送信割合を変更する。
　駆動情報、表示情報、通信負荷情報、入力信号の種類と、各情報に対する信号の送信割
合の詳細については後に説明する。
【００２１】
　このように構成することで、操作装置から通信部１０１を介して入力された機能設定信
号に基づいて、画像データ構成部１０２は操作装置に送信すべき画像データを更新するこ
とが可能となり、操作装置から入力された制御信号に基づいて、駆動部１０３は不図示の
レンズ（被駆動部）を駆動させることが可能となる。また、割合変更部１０４には、通信
部１０１から操作装置からの入力信号の種類及び操作装置との間の通信負荷情報が入力さ
れ、画像データ構成部１０２から表示情報が入力される。駆動部１０３は駆動情報を割合
変更部１０４に出力する。
【００２２】
　操作装置から入力された信号の種類、操作装置との間の通信負荷の情報、生成する画像
データが何を表示するものかを示す表示情報、操作対象であるレンズの駆動情報等を含む
撮像システムの状態に応じて、割合変更部１０４は画像データと駆動情報の送信割合を変
更する。通信部１０１は、割合変更部１０４で更新された送信割合で、画像データと駆動
情報の二つの信号を出力する。
【００２３】
　次に、操作装置２００について説明する。
　本実施例で例示する操作装置２００は、通常の撮影で使用するズームやフォーカスの操
作装置（デマンド、パソコン、カメラ装置）である。操作装置２００は通信部Ｄ２０１、
機能設定操作部Ｄ２０２、表示部Ｄ２０３、制御操作部Ｄ２０４を備える。
【００２４】
　通信部Ｄ２０１は、通信接続されているレンズ装置１００の通信部１０１から入力され
た画像データを、表示部Ｄ２０３に出力する。また、通信部Ｄ２０１は機能設定操作部Ｄ
２０２と接続されており、機能設定操作部Ｄ２０２から入力された機能設定信号をレンズ
装置１００に送信する。また、通信部Ｄ２０１は制御操作部Ｄ２０４と接続されており、
制御操作部Ｄ２０４から入力された制御信号をレンズ装置１００に送信する。
【００２５】



(6) JP 6546449 B2 2019.7.17

10

20

30

40

50

　表示部Ｄ２０３は、通信部Ｄ２０１と接続されており、通信部Ｄ２０１がレンズ装置１
００から入力した画像データを表示する。
【００２６】
　機能設定操作部Ｄ２０２は、表示部Ｄ２０３に表示された画像データに対し、表示部Ｄ
２０３の画面上に表示されたポインタの移動を操作する「上方向キー・下方向キー・左方
向キー・右方向キー」、及び、決定を入力するための「決定キー」等を備える。それらの
キーの押下によって対応する機能設定信号を生成し通信部Ｄ２０１に出力する。
【００２７】
　制御操作部Ｄ２０４は、レンズ装置１００内の不図示のレンズ等の操作対象を駆動する
制御信号を生成し通信部Ｄ２０１に出力する。例えば、レンズの位置を指定する位置制御
信号や、速度を指定する速度制御信号などを出力する。
【００２８】
　このように構成することで、操作装置２００は、機能設定操作部Ｄ２０２からの機能設
定信号及び、制御操作部Ｄ２０４からの制御信号を、通信部Ｄ２０１を介して、レンズ装
置１００に出力する。
【００２９】
　また、通信部Ｄ２０１を介してレンズ装置１００からの画像データ、駆動情報を受信し
、駆動情報（フォロー情報）を必要とする制御操作部Ｄ２０４へ駆動情報を出力し、表示
部Ｄ２０３に画像データに出力して表示部Ｄ２０３に対応する画像を表示する。
【００３０】
　次に、カメラ装置３００について説明する。カメラ装置３００は、通信部Ｃ３０１、機
能設定操作部Ｃ３０２、表示部Ｃ３０３、制御操作部Ｃ３０４を備える。
【００３１】
　通信部Ｃ３０１、機能設定操作部Ｃ３０２、表示部Ｃ３０３、制御操作部Ｃ３０４はそ
れぞれ、操作装置２００内の通信部Ｄ２０１、機能設定操作部Ｄ２０２、表示部Ｄ２０３
、制御操作部Ｄ２０４と同様に動作する。
【００３２】
　また、カメラ装置３００のからレンズ装置１００に出力される制御信号には、操作装置
２００と同様のレンズを駆動させる制御信号に加え、レンズを調整する制御信号もある。
この制御信号として例えば、レンズのマウント面から、撮像素子までの距離を調整するフ
ランジバック調整信号がある。このため、制御操作部Ｃ３０４は、レンズ装置１００内の
不図示のレンズの駆動や調整等を行う制御信号を生成し、通信部Ｃ３０１に出力する。
【００３３】
　このように構成することで、機能設定操作部Ｃ３０２からの機能設定信号、制御操作部
Ｃ３０４からのレンズを駆動及び調整する制御信号をレンズ装置１００に出力することが
可能となる。
【００３４】
　レンズ装置１００の通信部１０１と、操作装置２００の通信部Ｄ２０１、カメラ装置３
００の通信部Ｃ３０１を接続することにより、以下で説明するような処理が可能となる。
【００３５】
　図２のフローチャートを参照して、割合変更部１０４における画像データと駆動情報の
送信割合を変更する変更処理について説明する。
　この処理は、レンズ装置１００に格納されたコンピュータプログラムに従って定期的に
行われる。
【００３６】
　ステップＳ２０１では、撮像システムの状態を取得する。例えば、駆動部１０３から取
得する駆動情報、画像データ構成部１０２から取得する表示情報、通信部１０１からの通
信負荷情報、操作装置２００やカメラ装置３００からの入力信号の種類を取得する。次に
、取得した情報を判断し、ステップＳ２０２に進む。通信負荷は接続される周辺機器の数
により異なるため、通信負荷情報に基づき通信負荷の大小を判断する。
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【００３７】
　ステップＳ２０２では、割合変更部１０４は、ステップＳ２０１の判断結果に基づき、
画像データと駆動信号の送信割合を変更する。
【００３８】
　このように処理を行うことで、撮像システムの状態に基づいて送信割合を変更すること
が可能となり、操作者に違和感を与えることなく、駆動情報と画像データの二つの信号を
送信することが可能となる。
【００３９】
　以上のように構成することで、操作装置からのレンズ装置の制御操作と機能設定操作を
両立させることが可能となる。
【００４０】
　次に、撮像システムの状態に対する信号の送信割合の詳細について説明する。上記で説
明したように、送信割合の変更に影響を与えるパラメターである撮像システムの状態は、
「入力信号の種類」「表示情報」「駆動情報」「通信負荷情報」に分類される。各分類に
ごとに説明する。
【００４１】
　まず、「入力信号の種類」に基づく信号の送信割合の変更について詳細に説明する。操
作装置（操作装置２００，カメラ装置３００）からレンズ装置１００に入力信号には「機
能設定信号」「制御信号」等がある。
【００４２】
　通信部Ｄ２０１（操作装置２００）から通信部１０１に入力された信号の種類が「機能
設定信号」であると判定された場合、機能設定状態を表示している表示部Ｄ２０３に対す
る操作であるため、操作装置２００を操作したユーザの意図は機能の設定を行うことであ
る。この場合、割合変更部１０４は、操作装置２００から入力された信号の種類が「機能
設定信号」であると判断し、駆動情報と画像データの送信割合を、駆動情報：画像データ
＝０：１００に変更する。これにより、レンズ装置１００から操作装置２００には、レン
ズの位置や速度等の駆動情報は送信されず、画像データのみが送信され、機能設定を優先
させる使用が可能となる。
【００４３】
　通信部Ｄ２０１（操作装置２００）から通信部１０１に入力された信号の種類が「制御
信号」の場合、操作装置を操作したユーザの意図はレンズの駆動や調整を行うことである
。よって、レンズの駆動や調整を優先させるため、割合変更部１０４において、操作装置
２００から入力された信号の種類が「制御信号」であることが判断される。割合変更部１
０４は、駆動情報と画像データの送信割合を、駆動情報：画像データ＝１００：０に変更
することで、駆動情報のみを操作装置２００に送信され、駆動制御を優先させる使用が可
能となる。
【００４４】
　また、通信部Ｄ２０１（操作装置２００）から通信部１０１への入力信号が「機能設定
信号、制御信号」の二種類の信号を含む場合は、ユーザはレンズを駆動させながら機能の
設定を行うことを意図している。この場合、割合変更部１０４は、操作装置２００から通
信部１０１に入力された信号の種類が「機能設定信号、制御信号」であると判断し、駆動
情報と画像データの送信割合を、駆動情報：画像データ＝５０：５０に変更する。これに
より、駆動情報と画像データの二つの信号が操作装置２００に送信されることになる。
【００４５】
　例えば、制御操作部Ｄ２０４において、ズームの操作感度を調整したい場合、レンズ装
置１００から操作装置２００に送信される信号として、操作感度を変更するための機能設
定信号と、実際に操作して設定された操作感度を確認するための駆動情報とで、二つの入
力信号が生成される。この時、レンズ装置１００から操作装置２００へ駆動情報と画像デ
ータの二つの信号が送信されることで、操作装置２００のユーザは、機能設定操作部Ｄ２
０２で操作感度を変更しながら、かつ、制御操作部Ｄ２０４でズーム操作を行いながら、
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ズームの操作感度情報を表示部Ｄ２０３にて確認することが可能となる。
【００４６】
　このように、「入力信号の種類」を判断し、送信割合を変更することによって、ユーザ
の操作に対する違和感を解決できる。
【００４７】
　次に、レンズ装置１００内で設定される「表示情報」に基づく信号の送信割合の変更に
ついて詳細に説明する。表示情報は「表示のＯＮ／ＯＦＦ」、「制御操作優先の画像デー
タか否か」、「機能設定優先の画像データか否か」、「駆動情報を有する画像データか否
か」、「画像データの更新」等がある。表示情報は、レンズ装置１００内の不図示の制御
手段または設定手段で設定されるようにしてもよい。
【００４８】
　表示情報の１つである「表示のＯＮ／ＯＦＦ」は、画像データを表示部に出力する否か
に関する情報（操作装置の表示部に画像データを表示するか否かの情報）である。操作装
置２００の表示部Ｄ２０３の電源がＯＦＦである場合（または、操作装置２００が表示部
を有さない場合）等、ユーザは機能設定を行うことを意図していないと判定できる場合は
、レンズ装置１００内で表示情報「表示：ＯＦＦ」が設定される。この場合は、レンズの
駆動や調整が意図されている状態であるので、割合変更部１０４は表示情報「表示：ＯＦ
Ｆ」に基づき、駆動情報と画像データの送信割合を、駆動情報：画像データ＝１００：０
に変更する。これにより、レンズ装置１００から操作装置２００には駆動情報のみが送信
される設定となる。
【００４９】
　表示情報の１つである「制御操作優先の画像データか否か」は、制御操作を優先するか
否かに関する情報である。「制御操作優先の画像データ」とは、制御操作のみを表示する
画像データである。すなわち、表示情報「制御操作優先の画像データか否か」は、操作装
置からレンズ装置を制御操作するための画像データを表示するか否かの情報である。例え
ば、「制御操作優先の画像データ」は、レンズが駆動中であることを表示する画像データ
のように機能設定操作に関する情報は表示されない（機能設定操作が無効となる）画像デ
ータである。
【００５０】
　ユーザはレンズの駆動や調整を行うことを意図していると判定された場合は、表示情報
「制御操作優先の画像データ：ＯＮ」が設定される。この場合は、レンズの駆動や調整を
優先させるため、割合変更部１０４は、画像データ構成部１０２で設定された表示情報「
制御操作優先の画像データ：ＯＮ」に基づき、駆動情報と画像データの送信割合を、駆動
情報：画像データ＝１００：０に変更する。これにより、駆動情報のみが送信される設定
となる。尚、この送信割合は、１００：０とする必然性は無く、駆動情報に関する情報量
が画像データ（表示用のデータ）よりも多ければ良い。但し、データ送受信量の８割以上
を駆動情報に関するデータとすることが望ましい。
【００５１】
　表示情報の１つである「機能設定優先の画像データか否か」は、機能設定を優先するか
否かに関する情報である。「機能設定優先の画像データ」とは、機能設定操作のみを表示
する画像データである。すなわち、表示情報「機能設定優先の画像データか否か」は、前
記操作装置から前記光学装置の機能設定するための画像データを表示するか否かの情報で
ある。例えば、「機能設定優先の画像データ」は、レンズ装置に搭載されている不図示の
機能スイッチに機能を割当てる機能スイッチ設定の画像データのように、駆動情報を表示
することを必要としない画像データである。
【００５２】
　ユーザは機能の設定を行うことを意図していると判定した場合は、表示情報「機能設定
優先の画像データ：ＯＮ」が設定される。操作装置２００から受信した情報により構成さ
れた画像データは画像データそのものの他に、その画像データがどのような属性を有する
データを表示するかを示すデータを付帯情報等として保持しているので、前記判定はこの
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画像データ（付帯情報）に基づいて行われる。「機能設定優先の画像データ：ＯＮ」が設
定された場合は、機能設定を優先させる。このため、割合変更部１０４は、表示情報「機
能設定優先の画像データ：ＯＮ」に基づき、駆動情報と画像データの送信割合を、駆動情
報：画像データ＝０：１００に変更する。これにより、画像データのみが送信される設定
となる。
【００５３】
　表示情報の１つである「駆動情報を有する画像データか否か」は、駆動情報を表示する
画像データとするか否かに関する情報である。「駆動情報を有する画像データ」とは、現
在のレンズ装置１００の駆動情報の表示を含む画像データである。例えば、レンズ装置で
合焦情報を生成する撮像システムにおいて、カメラ装置からフォーカス制御した場合、リ
アルタイムに合焦情報をビューファインダーで確認するためには、レンズ装置で生成した
合焦情報（駆動情報）を含む画像データをカメラ装置に送信する必要がある。
【００５４】
　ユーザは画像データを見ながらレンズ装置を駆動させることを意図していると判定した
場合は、表示情報「駆動情報を有する画像データ：ＯＮ」が設定される。この判定は、操
作装置２００から受信した情報により構成された画像データ（付帯情報）に基づいて行わ
れる。表示情報「駆動情報を有する画像データ：ＯＮ」が設定されている場合には、割合
変更部１０４は、駆動情報と画像データの送信割合を、駆動情報：画像データ＝５０：５
０に変更する。これにより、駆動情報と画像データの二つの信号が送信される設定となる
。
【００５５】
　表示情報の１つである「画像データの更新」は、画像データ構成部１０２において、以
前の画像データから変化があるか否かに関する情報である。通信部１０１から入力された
信号がなく、「画像データ」が更新された場合、更新された画像データを操作装置等の周
辺機器に出力する必要がある。そのような場合のために、以前の画像データから更新され
た場合に「画像データの更新有り」が設定される。割合変更部１０４は通信部１０１に入
力された信号がなく、表示情報「画像データの更新有」が設定されている場合は、駆動情
報と画像データの送信割合を、駆動情報：画像データ＝０：１００に変更する。これによ
り、画像データのみが送信される設定となる。尚、この送信割合は、０：１００とする必
然性は無く、画像データ（表示用のデータ）が駆動情報に関する情報量よりも多ければ良
い。但し、データ送受信量の８割以上を画像データの情報に関するデータとすることが望
ましい。
【００５６】
　以上より、割合変更部１０４は「表示情報」に基づいて送信割合を変更することによっ
て、ユーザの操作に対する違和感を解決できる。
【００５７】
　次に、撮像システムの状態の１つである「駆動情報」に基づく信号の送信割合の変更に
ついて詳細に説明する。レンズ装置１００の「駆動情報」は「駆動中か否か」に関する情
報である。
【００５８】
　例えば、カメラ装置でＡＦ駆動の制御信号を生成する撮像システムにおいて、該カメラ
装置に接続されたレンズ装置がＡＦ機能により合焦動作している場合、合焦動作の制御性
の悪化を防ぐため、画像データよりも駆動情報を優先させて通信したい。
【００５９】
　ユーザがレンズの駆動や調整を行うことを意図していると判定された場合は、駆動情報
として「駆動中」が設定される。この判定は、レンズ装置１００の設定情報等に基づいて
行われる。駆動情報「駆動中」が設定されている場合は、割合変更部１０４は、駆動情報
と画像データの送信割合を、駆動情報：画像データ＝１００：０に変更することで、駆動
情報のみを送信することを可能とする。
　また、駆動情報に関し、駆動中は予め設定した駆動位置への動作中でもよい。
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【００６０】
　以上より、割合変更部１０４は「駆動情報」に基づいて送信割合を変更することによっ
て、ユーザの操作に対する違和感を解決できる。
【００６１】
　次に、撮像システムの状態の１つである「通信負荷情報」に基づく信号の送信割合の変
更について詳細に説明する。
【００６２】
　レンズ装置は、操作装置等、接続される周辺機器の数によりレンズ装置の通信負荷は変
化し、通信相手が１つの場合と、本実施例のように複数の場合とでは、複数の場合の方が
通信負荷は大きい。また、駆動情報に比べ、画像データのデータ量は多い。このため、通
信相手が複数の場合、駆動情報と画像データを５０：５０の送信割合で送信すると、デー
タ量の多い画像データの全送信回数が増え、通信データの総量が増大するため、通信負荷
が大きくなる。
【００６３】
　従って、例示したようなレンズ装置に接続されている周辺機器の数や、操作装置の表示
部Ｄ２０３のスペックに応じた１画面あたりの画像データ量等に基づいて、通信負荷情報
が設定される。「通信負荷情報：大」が設定されている状態において、駆動情報と画像デ
ータを送信する場合は、割合変更部１０４において、「通信負荷情報：大」であることに
基づき送信割合を、例えば、駆動情報：画像データ＝８０：２０のように、画像データの
送信割合を下げるよう変更する。これにより、通信負荷を抑えることができ、操作者に違
和感のない操作環境を提供することができる。
【００６４】
　また、レンズ装置１００と操作装置等の周辺機器間の通信負荷に一定の閾値を設け、通
信負荷情報がこの閾値を超えた場合、画像データ構成部１０２において、ＷＡＲＮＩＮＧ
を表示するための画像データや表示の更新が行えないことを示すフラグ等が生成される。
これらのデータ（画像データの更新が行えないことを示す警告信号）を周辺機器である操
作装置２００に１回送信し、その後、送信割合を、駆動情報：画像データ＝１００：０に
変更することで、通信負荷を抑えることができる。また、負荷が閾値を下回った時は、画
像データを送信することで、ＷＡＲＮＩＮＧ状態から復帰することが可能である。
【００６５】
　以上より、割合変更部１０４は「通信負荷情報」に基づいて駆動情報と画像データの二
つの信号を送信する場合の送信負荷の課題を解決できる。
【００６６】
　上記実施の形態では、レンズ装置１００と、操作装置２００とカメラ装置３００として
説明したが、本発明を適用する撮像システムは必ずしもレンズ装置１００と操作装置２０
０とカメラ装置３００とを備えていなくても良い。図３のように本発明の電子機器として
操作装置１１００を使用し、周辺機器としてレンズ装置１２００を使用した場合であって
、レンズ装置１２００は操作装置１１００の状態を表示する表示部１２０４（状態表示手
段）を備える場合を考える。操作装置１１００が、内部に画像データを所持している場合
、画像データと制御信号（状態情報）の二つの信号をレンズ装置に送信する必要がある。
この場合も上記実施の形態と同様に、入力信号の種類と表示情報を見ることによって、操
作装置の画像データと制御信号の二つの信号を送信する場合と同様に考えることで、同様
の効果を得ることができる。
【００６７】
　本実施例によれば、操作装置からのレンズ装置の制御操作と機能設定操作を両立させ、
ユーザにとって違和感のない操作性を実現した撮像システムを提供することができる。
【００６８】
　また、入力信号の種類に関し、機能設定信号は「上方向キー・下方向キー・左方向キー
・右方向キー・決定キー」の押下によって生成される事例を示しているが、上記実施の形
態で示したような画像データ内でのポインタの移動（位置の指定）と決定を操作する信号
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であればよい。
【００６９】
　また、入力信号の種類に関し、制御信号は上記実施の形態で示したようなレンズを駆動
、調整する信号であればよい。
【００７０】
　また、表示情報に関し、駆動情報を有する画像データは、レンズ装置を駆動させながら
、駆動の操作感度を変更できる「操作感度変更画像データ」でもよい。
【００７１】
　また、表示情報に関し、駆動情報を有する画像データは、予め設定したい駆動位置を設
定するための表示を有する画像データでもよい。
【００７２】
　また、送信割合に関し、「５０：５０」や「８０：２０」と示しているが、必ずしもこ
の送信割合に限定されることはない。
【００７３】
　また、駆動情報：画像データ＝１００：０の状態の場合、すなわち、画像データをレン
ズ装置から送信しない場合は、操作装置２００の表示部Ｄ２０３の輝度を暗くしてもよい
。
【００７４】
　また、上記実施の形態では、レンズ装置１００と、表示装置を備えるとともに該レンズ
装置を操作するための周辺機器である操作装置２００とカメラ装置３００とを例示して、
本発明の特徴を説明した。しかし、本発明は、必ずしもレンズ装置１００と操作装置２０
０とカメラ装置３００への適用に限定されることはない。通信部、画像データ構成部、駆
動部、割合変更部を搭載する装置と、通信部、機能設定操作部、表示部、制御操作部を搭
載する操作装置であれば同様の効果を得ることが可能である。
【実施例２】
【００７５】
　以下、図４を参照して、本発明の第２の実施例による、撮像システムについて説明する
。実施例１と同一の機能構成には同一の符号を付し、説明は省略する。
【００７６】
　図４は、本実施例における撮像システムのブロック図である。実施例１で用いた図１の
レンズ装置１００に対し、本実施例のレンズ装置には割合設定部１０５が追加されている
点が異なる。
【００７７】
　割合設定部１０５は、機能設定操作部Ｄ２０２からの機能設定信号により、任意の送信
割合を設定することを可能とする。また、画像データ構成部１０２と接続されており、設
定された任意の送信割合を画像データ構成部１０２に反映することが可能である。また、
割合変更部１０４と接続されており、任意の送信割合を割合変更部１０４に出力する。
【００７８】
　画像データ構成部１０２は、割合設定部１０５から取得した任意の送信割合を表示する
画像データを構成する。この時の画像データを「割合変更画像データ」とする。
【００７９】
　割合変更部１０４は、割合設定部１０５から取得した任意の送信割合に従って、駆動情
報と画像データの送信割合を変更する。
【００８０】
　表示部Ｄ２０３は、画像データ構成部１０２から、「割合変更画像データ」を取得した
場合、任意の送信割合を反映させた画像データが表示される。
【００８１】
　以下、図５のフローチャートを参照して、ユーザ設定による画像データと駆動情報の送
信割合を変更する変更処理について説明する。この処理は、レンズ装置１００に格納され
たコンピュータプログラムに従って定期的に行われる。
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【００８２】
　ステップＳ５０１では、割合変更部１０４にて、割合設定部１０５より任意の送信割合
が設定されているか判断する。任意の送信割合が設定されていない場合、ステップＳ５０
２に進み、任意の送信割合が設定されている場合、ステップＳ５０４に進む。
【００８３】
　ステップＳ５０２では、撮像システムの状態を取得する。次に、取得した情報を判断し
ステップＳ５０３に進む。
【００８４】
　ステップＳ５０３では、ステップ５０２の判断結果に従い、画像データと駆動信号の送
信割合を変更し、終了する。
【００８５】
　ステップＳ５０４では、割合設定部１０５より任意の送信割合を取得しステップＳ５０
５に進む。
【００８６】
　ステップＳ５０５では、ステップ５０４の取得結果に従い、画像データと駆動信号の送
信割合を変更し、終了する。
【００８７】
　ステップＳ５０２、Ｓ５０３では、実施例１で例示した処理が実行されることになる。
このように処理を行うことで、ユーザの好みの送信割合を設定することが可能となり、操
作に違和感無く、駆動情報と画像データの二つの信号をレンズ装置１００から操作装置２
００に送信することが可能となる。
【００８８】
　以上より、ユーザが操作装置２００の表示部Ｄ２０３を見ながら、任意の送信割合に設
定可能とすることによって、ユーザの操作に対する違和感を解決できる。
【００８９】
　レンズ装置１００の表示情報が、任意の送信割合を反映させた画像データの場合、ユー
ザの好みの送信割合を設定可能である。
【００９０】
　また、割合設定部１０５に送信割合が設定されている場合のみ、割合設定部１０５で設
定された送信割合が優先され、駆動情報と画像データを送信する。
【００９１】
　また、複数の周辺機器が接続されており、その内のある１つの周辺機器から割合設定部
１０５にて、任意の送信割合が設定された場合、設定した該１つの周辺機器のみの送信割
合を適応してもよい。あるいは、接続されている周辺機器すべての送信割合に適応しても
よい。
【００９２】
　また、複数の周辺機器（操作装置等）が接続されている場合、送信割合の表示を含む画
像データは、各周辺機器（操作装置）に対応した送信割合の表示を含むように構成しても
よい。例えば、ある周辺機器に対する送信割合が駆動情報：画像データ＝８０：２０、別
の周辺機器に対する送信割合が５０：５０の場合、送信割合として、前記ある周辺機器に
対しては８０：２０、前記別の周辺機器に対しては５０：５０、としてもよい。また、３
つ以上の複数の周辺機器が接続されている場合において、送信割合をそれぞれに対して設
定し、表示させるような画像データを構成するようにしてもよい。
【００９３】
　上記実施の形態では、レンズ装置１００と、表示装置を備えるとともに該レンズ装置を
操作するための周辺機器である操作装置２００とを例示して、本発明の特徴を説明したが
、本発明は必ずしもレンズ装置１００と操作装置２００を備える撮像システムへの適用に
限定されることはない。通信部、画像データ構成部、駆動部、割合変更部、操作装置状態
管理部、操作設定部を搭載する装置と、通信部、機能設定操作部、表示部、制御操作部を
搭載する操作装置であれば同様の効果を得ることが可能である。



(13) JP 6546449 B2 2019.7.17

10

【００９４】
　レンズ装置１００と周辺機器である操作装置２００又はカメラ装置３００との間の通信
については、画像データと駆動情報が同一の信号線を介して通信されているか、別個の信
号線を介して通信されているかに関わらず、本発明は同様に適用できる。さらに、前記通
信が、有線の通信であるか無線での通信であるかに関わらず、本発明を適用することがで
きる。さらに、画像データと駆動情報のデータ量に基づく処理速度のボトルネックとなる
構成要素が、通信部であっても、その他の制御手段であっても、本発明は同様に適用でき
る。
【００９５】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【符号の説明】
【００９６】
　１００　レンズ装置（電子機器）
　１０２　画像データ構成部
　１０４　割合変更部（変更部）
　２００　操作装置
　２０３　表示部Ｄ（表示手段）

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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